
治安維持法犠牲者に対する謝罪と国家賠償に関する意見書 

かつて日本は、朝鮮併合以来、日中戦争をはじめ、欧米諸国を相手に

無謀な戦争を行い、日本国民３１０万人、アジア諸国民など２，０００

万人以上を犠牲にしました。 

この戦争に対し「侵略戦争反対」「平和を守れ」「中国･アジアから撤

退せよ」と言う行動をおこなった人びとに対し、当時の政府は、１９２

５年に制定した治安維持法による弾圧を加え、ポツダム宣言によってこ

れが廃止された１９４５年までの２０年間に、政党、労働組合、農民組

合、宗教団体等をはじめ、平和主義者、知識人、文化人など数十万人に

のぼる人々が逮捕され、７万５，６８１人が拷問を加えられ、２，００

０人以上が獄死・虐殺されました。 

兵庫県が生んだ著名な哲学者・三木清が獄死したのをはじめ、尼崎市

や県下でも多くの有名無名の人びとが犠牲となりました。 

日本は、ポツダム宣言を受諾し、「国民主権」と「恒久平和」を定め

た新たな憲法を制定し、今日まで平和を享受しています。 

１９９３年１０月に開かれた日本弁護士連合会・人権擁護大会の基調

報告は、「治安維持法犠牲者は日本の軍国主義に抵抗し、戦争に反対し

たものとして･･･その行為は高く評価されなければならない」と指摘し、

「速やかな補償措置の実現」の必要性を法理論的に明らかにしています。 

ドイツは「戦争犯罪と人道に反する罪に時効はない」という国際法に

もとづいて、今も戦争犯罪人を追及し、犠牲者に謝罪し賠償しています。

韓国は、治安維持法による逮捕投獄者には、民族独立に貢献した愛国者

として大統領が表彰し、懲役一年以上の刑を受けた犠牲者には年金を支

給しています。アメリカ、イタリア、カナダでも謝罪・補償を行なって

います。 

しかし日本においては、旧憲法下で「主権在民」や「戦争反対」のた

めに活動し、不当に弾圧された先覚者に対する謝罪も補償も行われてい

ません。 

いま、戦後６０余年経過して、先の戦争に対する適切な戦後処理が、

諸外国との真の友好関係を築く上で重要との新たな世論が広がってい



ます。 

よって、政府におかれては、治安維持法等犠牲者の名誉回復と、謝罪

並びに必要な補償を講ずるよう強く要望いたします。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 平成２０年７月８日 

                    尼崎市議会議長 
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